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（評価書の要旨）                           
テーマ名 土砂災害防止法 担当課 

（担当課長名）

水管理・国土保全局砂防部

砂防計画課（課長 森山

裕二） 
評価の目的、

必要性 
土砂災害防止法は、都市化の進行により山裾間際まで新興住宅地が拡大して

いた地域において、平成 11 年に発生した土砂災害を契機に、土砂災害のおそ

れのある土地の区域における警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等

を行うことにより、土砂災害から国民の生命及び身体を保護することを目的に

制定され、平成 13 年 4 月から施行された。 
法の施行から 10 年が経過したことを踏まえ、土砂災害の防止を図る施策の

実施状況や効果について評価を行うことによって、施策の実施に係る課題及び

その対応策について検討を行い、今後の施策の方向性に反映させることを目的

とする。 
対象政策 土砂災害防止法に基づく基礎調査、土砂災害警戒区域等の指定及び土砂災害

警戒区域等において実施される警戒避難体制の整備や一定の開発行為（以下、

「特定開発行為」という。）の制限等の土砂災害防止対策を対象とする。 
政策の目的 土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害のおそれのある

区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既

存住宅の移転促進等のソフト対策を推進することを目的とする。 
評価の視点 土砂災害警戒区域等の指定状況及び法に基づき行われる土砂災害防止対策

の実施状況について、以下の視点により評価を行った。 
①基礎調査は適切に行われているか 
②土砂災害警戒区域の指定及び指定が行われた区域の周知は適切に行われ

ているか 
③土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防

災計画への反映は適切に行われているか 
④土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限は効果をあげている

か 
⑤土砂災害特別警戒区域からの安全な土地への移転支援は効果をあげてい

るか 
評価手法 土砂災害防止法の取り組みを検証するにあたり、47 都道府県の防災担当者な

らびに、各市町村の防災担当者を対象に基礎調査の実施状況、土砂災害警戒区

域等の指定状況、警戒避難体制の整備状況、特定開発行為の制限状況、移転の

支援状況に関するアンケート調査を実施した。これらをもとに、外部有識者か

らなる検討委員会からの助言を踏まえつつ評価を行った。 
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評価結果 ① 基礎調査は適切に行われているか 

・基礎調査は、土砂災害危険箇所約 52 万 5 千箇所に対し、平成 23 年 12 月

31 日時点（以下、同じ）において土砂災害警戒区域に関して約 30 万 4 千

箇所、土砂災害特別警戒区域に関して約 18 万 5 千箇所を実施している。

・1 回目の基礎調査が完了した都道府県もあるが、多くは平成 30 年度前後

までに完了する予定である。ただし、平成 40 年度以降に完了する予定で

あったり、完了が未定の都道府県があったりと進捗状況は都道府県毎に大

きな差がある。 
・基礎調査が進まない主な理由として、予算を確保することが困難なことや、

住民への説明に時間を要していることを挙げる都道府県が多い。 
 

② 土砂災害警戒区域の指定及び指定が行われた区域の周知は適切に行われて

いるか 

＜指定について＞ 
・土砂災害危険箇所約 52 万 5 千箇所に対し、土砂災害警戒区域は約 23 万 6

千箇所を指定しており、土砂災害特別警戒区域は約 11 万 3 千箇所を指定

している。 
・指定状況は都道府県により大きな差がある。また、土砂災害警戒区域の指

定を先行している県が見られる。 
・指定が比較的進んでいる都道府県の状況として、市町村や自治会単位で指

定を行っている事例や、県の重点施策として区域指定を位置付け、数値目

標の設定や達成状況の公表等の取り組みを行っている事例が見られる。 
・基礎調査が完了しているにもかかわらず、指定がされていない箇所が多く

見られる。土砂災害警戒区域が指定されない理由として、一定の地区単位

（市町村、自治会等）で指定を行うよう市町村から要望され、地区内の全

箇所の基礎調査完了まで指定ができないため、結果的に時間を要すること

を挙げた都道府県が多い。特別警戒区域が指定されない理由として、市町

村の反対への対応に時間を要していることを挙げた都道府県が多い。市町

村が指定に反対する理由は住民の反対が多く、住民が指定に反対する理由

は土地の価格の低下を懸念や建築物への構造規制への不満が多い。市町村

が反対すると指定が行われていない。 
＜区域の周知について＞ 
・すべての都道府県において、警戒区域等の指定の公示およびインターネッ

トでの公開が行われている。44 の都道府県においては、ＧＩＳにより地図

表示したもの等、区域指定の範囲が分かる図面も公開している。 
 

効果をあげている項目 

今後対応策を検討する必要がある項目 
評価 



4 
 

③土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防災

計画への反映は適切に行われているか 
・土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害

にかかる警戒避難体制を記載している市町村は 90%に達し年々増加して

いる。しかし、国土交通省砂防部より記載すべき事項として示した項目す

べてについて記載している市町村は 12%にとどまっている。特に、土砂災

害警戒情報を活用した避難勧告等の発令基準を記載している市町村は約 5
割にとどまり、避難所に関する事項とともに記載が相対的に低調である。

記載すべき事項が定められていない理由としては、地域防災計画の検討

中、あるいは改定により反映する予定としている市町村が多い。 
・土砂災害警戒区域が指定された市町村のうち、ハザードマップを印刷物の

配布等で公表しているのは 42%にとどまる。ハザードマップ未作成の理由

として、人員不足や予算不足を挙げる市町村が多い。 
・土砂災害警戒区域等が指定された地区では、住民の土砂災害に対する認知

度が向上し、警戒避難に対する取り組みが推進された事例が見られた。ま

た、土砂災害警戒区域等が指定されている地区では、指定されていない地

区に比べて、避難勧告等に対する住民の避難率が高い傾向が見られた。 
 
④土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限は効果をあげているか 
・開発許可申請前の事前相談が行われた 31 件のうち、6 件において特定開

発行為に該当しないよう開発計画の見直しが行われた。 
・土砂災害特別警戒区域で特定開発行為の許可が行われたのは 5 件である。

特定開発行為の許可後に土砂災害が発生した事例は無い。 
 
⑤土砂災害特別警戒区域からの安全な土地への移転支援は効果をあげている

か 
・これまで全国で 26 区域、30 戸で土砂災害特別警戒区域からの移転実績が

あり、その全てにおいて住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接

等危険住宅移転事業）が活用されている。移転に関する補助制度が活用で

きたために移転が行われた事例が多く、住宅・建築物安全ストック形成事

業に上乗せして独自の支援制度を設けている県では移転件数が多い。 
・住民説明会で 39 都府県が移転支援制度を説明した資料を配布し、23 道県

が移転支援制度に関する説明を行っている。移転実績のある全都道府県で

資料の配布や説明を行っている。 
・4 県で移転勧告の判断基準が策定されているが、現時点で移転勧告が行わ

れた事例はない。 
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政策への 
反映の方法 

以上の評価を踏まえ、今後の政策への反映の方法について、以下を提案する。

１．基礎調査・区域指定 
・地方負担の軽減に向けた取り組みの実施（基礎調査に対する交付税措置）

・関係都道府県から遅れている原因等を聴き取り 
・区域指定にあたり市町村・住民の反対等がある場合の指定の考え方を提示

・原因分析に基づく具体的な助言（指定単位の適切な設定等） 
・先行している都道府県の取り組みに関する情報提供 
・法第 4 条に基づく基礎調査結果の国への報告 
・法第 28 条に基づく国の緊急時の指示の運用 
・基礎調査、区域指定の実施状況等の定期的な公表（地方自治体単位） 
・２回目以降の基礎調査に関する方針の提示  

２．警戒避難体制 
・都道府県・市町村の警戒避難関係部局の連携を要請する通知を関係省庁と

発出 
・警戒避難体制の整備に関して取り組むべき内容について国や都道府県から

市町村へ周知、取り組み状況に関する国、都道府県、市町村間の情報の共

有 
・避難勧告発令基準等の設定に関する市町村への技術的助言等の支援を継続

・ハザードマップ作成等について国や都道府県から市町村への周知、取り組

み状況に関する国、都道府県、市町村間の情報の共有 
・ハザードマップ作成等に関する市町村への技術的助言等の支援 
・ハザードマップ作成に係る交付金制度の周知 
・ハザードマップ作成に係る交付金の活用事例の紹介 

３．移転支援 
・住民説明用の分かりやすい資料の作成 
・住民説明会の場等を通じた移転支援制度の周知浸透等 
・移転勧告の考え方について提示 

第三者の 
知見の活用 

＜土砂災害防止法に関する政策レビュー委員会＞ 
・評価にあたり、以下の｢砂防｣｢法律｣｢防災・情報｣｢地方行政｣分野の学識経験

者等から成る委員会を設置し、意見を聴取し、反映させた。 
宇賀 克也 （東京大学大学院法学政治学研究科 教授） 
海堀 正博 （広島大学大学院総合科学研究科 教授） 
土屋 智  （静岡大学農学部環境森林科学科 教授） 
長谷川 一成（新潟県土木部砂防課長） 
松本 浩司 （NHK 解説委員） 
望月 仁司 （山梨県身延町長）       ※五十音順 敬称略 
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・開催状況 
第１回（平成 23 年 8 月 3 日）：土砂災害防止法に基づく施策の取り組み状況、

評価の視点や手法の検討 
第２回（平成 23 年 10 月 31 日）：土砂災害防止法に基づく施策の取り組み状況

第３回（平成 24 年 1 月 30 日予定）：評価書（案）の検討 
＜国土交通省政策評価会＞ 
・評価にあたり、国土交通省政策評価会から意見を聴取するとともに、国土交

通省政策評価委員である加藤浩徳東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専

攻准教授にご指導いただいた。 
実施時期 平成 22 年度～平成 23 年度 
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第 1章 評価の目的・必要性と対象政策の概要 

 

1.1 評価の目的・必要性 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下、「土砂災害

防止法」という。）に関する政策レビューは、同法が施行から 10 年を経過したことを踏

まえ、土砂災害の防止を図る施策の実施状況や効果について評価を行うことによって、

施策の実施に係る課題及びその対応方策について検討を行い、今後の施策の方向性に反

映させることを目的とする。 
 
 
1.2 対象政策 

評価の対象とする政策は、土砂災害防止法に基づく基礎調査、土砂災害警戒区域等の

指定及び土砂災害警戒区域等において実施される警戒避難体制の整備や、一定の開発行

為（以下、「特定開発行為」という）の制限等の土砂災害防止対策である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.1 政策の目的 

土砂災害防止法は、都市化の進行により山裾間際まで新興住宅地が拡大していた地域

において、平成 11 年に発生した土砂災害を契機に、土砂災害のおそれのある土地の区域

における警戒避難体制の整備や一定の開発行為の制限等を行うことにより、土砂災害か

ら国民の生命及び身体を保護することを目的に制定された。

評評価価のの対対象象ととすするる政政策策  

 基礎調査（第 4 条） 
 土砂災害警戒区域等の指定（第 6 条、第 8 条） 
 警戒避難体制の整備等（第 7 条） 
 特定開発行為の制限等（第 9 条） 
 移転等の支援（第 25 条） 
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1.2.2 政策の概要 

（１）水害・土砂災害対策にかかる法制度の変遷 

砂防法は明治 30 年に制定されたが、当時は国土の荒廃拡大及び大水害が相次いで発生

しており、これに対処するため明治政府は河川改修事業の根本的再検討の必要性を認め、

統一的な治水対策を明確にするため、河川・砂防・林野のそれぞれの分野で、河川法（明

治 29 年）、砂防法（明治 30 年）、森林法（明治 30 年）が制定された。 
その後、昭和 32 年 7 月の西九州地方で発生した地すべり災害では、被害が死傷者数

名に及び、多くの人命・財産を失う大惨事が発生した。その中には、砂防法では採択で

きない都市周辺の地すべり等があり、また、家屋の移転避難の措置等の規定が砂防法及

び森林法にないため、全国的に総合的な地すべり対策に対する要請が高まり、地すべり

等防止法が昭和 33 年に制定された。 
さらに、昭和 42 年の西日本豪雨によるがけ崩れ災害をきっかけに、急傾斜地の崩壊の

助長・誘発を防止することを目的とした急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

（以下、「急傾斜地法」という）が昭和 44 年に制定された。 
上記の法制定後も土砂災害が発生する度に、種々の施策が展開されたが、昭和 57 年の

長崎大水害を契機に、建設事務次官通達が出され、ソフト、ハード一体となった「総合

的な土石流対策」が推進されることとなった。そして、昭和 58 年には、中央防災会議に

おいても「土砂災害対策」の推進が、重要課題として取り上げられた。 
しかしながら、その後も、激甚な土砂災害は後を絶たず、平成 11 年 6 月広島県で発生

した大災害を契機に、特にソフト面の施策に対する法制化の必要性が重要視され、平成

12 年 4 月「土砂災害防止法」が制定された。 
従前のいわゆる砂防三法「砂防法」・「地すべり等防止法」・「急傾斜地法」と「土砂災

害防止法」の違いは、砂防三法は主にハード対策・原因地対策を中心とした土砂災害の

原因地に着目したものであったのに対し、「土砂災害防止法」はソフト対策を中心とした

被害を受ける区域に着目したことである。 
その後、平成 16 年に土砂災害が頻発し災害時要援護者関連施設への情報の伝達や、土

砂災害ハザードマップの配布等に関する項目が加えられ市町村の責務が明確化された。 
さらに、平成 16 年の新潟県中越地震と平成 20 年の岩手・宮城内陸地震による土砂災

害を契機として開催された学識経験者による専門委員会の提言を受けて発出された「大

規模土砂災害の危機管理について」の河川局長通達において、①直轄事業区域のみなら

ず、その周辺を対象とした広域的な自然条件、土地利用、防災情報等を把握すること、

②都道府県、市町村等が行う大規模土砂災害に対する危機管理への支援、連携体制の整

備など、「国」として取り組むべき内容が広範に示された。また、平成 16 年の新潟県中

越地震、平成 20 年の岩手・宮城内陸地震による土砂災害を踏まえ、大規模な土砂災害が

急迫している場合における緊急調査の実施、及び土砂災害緊急情報の市町村への提供等

を規定した土砂災害防止法の一部改正が行われた（平成 23 年 5 月施行）。 
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表 1.1 法制定の契機となった災害及び法制度 

契機となった災害・社会的背景 災害対策にかかる法制度

国土の荒廃及び相次ぐ水害
（明治27年の大水害等）

明治29年 河川法

明治30年 砂防法

昭和22年 カスリン台風 昭和24年 水防法

昭和28年 西日本豪雨及び台風13号 昭和31年 海岸法

昭和32年 西九州地方における豪雨による
地すべり災害

昭和33年 地すべり等防止法

昭和42年 西日本豪雨によるがけ崩れ災害 昭和44年 急傾斜地法

平成11年 広島豪雨災害

平成12年 土砂災害防止法
（土砂災害のおそれのある区域を明らかにし、警戒避
難体制の整備や建築物の構造規制等のソフト対策を
規定）

平成11,15年 福岡水害
平成12年 東海豪雨

平成15年 特定都市河川浸水被害対策法

平成16年 7月の新潟・福島・福井における
豪雨被害

平成17年 水防法、土砂災害防止法の一部改正
（ハザードマップによる周知の徹底）

平成16年 新潟県中越地震
平成20年 岩手・宮城内陸地震

平成22年 土砂災害防止法の一部改正
（大規模な土砂災害が急迫している場合における緊
急調査の実施及び土砂災害緊急情報の市町村への
提供等を規定）

 

※政策レビューでは、土砂災害防止法の施行から 10 年経過したことを踏まえ評価するも

のであるため、平成 23 年 5 月に施行した土砂災害防止法の一部改正については評価

の対象外とする。 
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（２）土砂災害防止法制定の背景 

土砂災害防止法制定のきっかけとなった、平成 11 年 6 月 29 日に広島県で発生した災

害では、集中豪雨によって 325 件の土砂災害が発生し、全壊家屋 64 棟、死者 24 名の被

害が生じた（写真 1.1）。これら被災した地域においては、土砂災害のおそれのある斜面

まで宅地開発が拡大しており、土砂災害の危険性の認識もないままに危険な箇所に住民

が居住し被災した可能性がある（写真 1.2）。このように、新たな宅地開発が進むことで

土砂災害のおそれのある箇所が年々増加・拡大する状況にあったといえる（写真 1.3）。 

 
写真 1.1 広島県で発生した土砂災害の様子（平成 11 年 6 月 29 日） 

 
写真 1.2 危険な箇所での宅地開発状況 

急傾斜地崩壊危険箇所
24箇所

急傾斜地崩壊危険箇所
４箇所

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

①1966 （昭和４１年） ②1974 （昭和４９年） ③1986 （昭和６１年） ④1999 （平成１１年）

 
写真 1.3 危険な箇所の増加・拡大状況 
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（３）土砂災害防止法の概要 

土砂災害防止法とは土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発

生するおそれがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地

の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものである（図 1.1，

表 1.2，図 1.2）。 
 

対象となる土砂災害：急傾斜地の崩壊、土石流、地滑り

土砂災害防止対策基本指針の作成［国土交通大臣］

・土砂災害防止法に基づき行われる土砂災害防止対策に関する基本的な事項
・基礎調査の実施について指針となるべき事項
・土砂災害警戒区域等の指定について指針となるべき事項
・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の指針となるべき事項

基礎調査の実施［都道府県］

①都道府県は、土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査の実施
②国は、都道府県に対して費用の一部を補助

土砂災害警戒区域の指定［都道府県知事］
（土砂災害のおそれがある区域）

土砂災害特別警戒区域の指定［都道府県知事］
（建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に

著しい危害が生じるおそれがある区域）

●情報伝達、警戒避難体制の整備
●災害時要援護者関連施設への情報伝達の徹底
●警戒避難に関する事項の住民への周知

●特定開発行為に対する許可制
対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等のための開発行為

●建築物の構造規制（都市計画区域外も建築確認の対象）
●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転等の勧告
●勧告による移転者への融資、資金の確保

＜警戒避難体制＞
・市町村地域防災計画
（災害対策基本法）

＜建築物の構造規制＞
・民家を有する建築物の構造
耐力に関する基準の設定（建
築基準法）

＜移転支援＞

・住宅金融支援機構融資等

基礎調査の実施
渓流や斜面など土砂災害によ

り被害を受けるおそれのある
区域の地形、地質、土地利用
状況について調査します。

区域の指定
基礎調査に基づき、

土砂災害のおそれ
のある区域等を指
定します。

土砂災害警戒区域
土砂災害の恐れがある区域。

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民
に著しい危害が生じる恐れがある区域。

 

図 1.1 土砂災害防止法の概要 
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表 1.2 土砂災害防止法の概要 

事項 概要 条項 

基礎調査 急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、地質、降水

等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況、

その他の事項に関する調査を行う。 

第 4 条 

土砂災害警戒区域等の指定 ■土砂災害警戒区域 
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は身体に危

害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。 
■土砂災害特別警戒区域 
土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に建

築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると認められる土地の区域。 

第 6 条 
第 8 条 

警戒避難体制の整備 ・土砂災害警戒区域の指定がある場合は、市町村地域防災計画に

情報伝達、警戒避難体制に関する事項について定める。 
・土砂災害警戒区域内に災害時要援護者関連施設がある場合に

は、情報伝達体制を定める。 
・土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村の長は、ハザードマ

ップを作成、周知する。 

第 7 条 

特定開発行為の制限 土砂災害特別警戒区域内における開発行為で、建築が予定されて

いる建築物が、他者が居住する住宅（住宅宅地分譲等）や災害時

要援護者関連施設等である場合は、あらかじめ、都道府県知事の

許可を受けなければならない。 

第 9 条 

建築物の構造規制 土砂災害特別警戒区域で居室を有する建築物を建築する場合等

は、建築基準法第 20 条に基づく政令によって、建築物の構造は

土石等の衝撃に対して安全な構造であるか確認を受けなければ

ならない。 

第 23 条

第 24 条

移転等の支援 国及び都道府県は、建築物の移転等が円滑に行われるために必要

な資金の確保、融通又はそのあっせんに努める。 
第 25 条

第 27 条

 

広島市佐伯区

斜面崩壊の
対策を実施

斜面崩壊に
対し未対策

土砂の崩壊に対して安全な
構造を確保

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

警戒避難体制の整備

一定の開発行為の規制 建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

情報伝達体制や避難に関する事項
等を市町村地域防災計画に規定

土砂災害警戒区域等の土砂災害の
おそれのある土地を公示

土砂災害のおそれのある区域の周知

土砂災害に関する情報

（土砂災害警戒情報等）

 
図 1.2 土砂災害防止法の制定によるソフト対策の推進 
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（４）土砂災害防止法の位置づけ 

土砂災害防止法は、次のような意義を有している（図 1.3）。 
・ハード対策としての対策工事ではなく、警戒避難体制の整備等ソフト対策を推進す

るための法律であること。 
・従来の災害の原因地に着目したのでなく、被害を受ける区域に着目した法律である

こと。 
・開発許可制度や建築確認制度とも連携した総合的な法律であること。 
・行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」が相乗的に働くことを期待した法律

であること。 
  相次ぐ土砂災害に対処するためには、構造物の設置によるハード対策と警戒避難体

制の整備や土地利用に一定の制限を設けるなどのソフト対策の両面を充実させること

が重要であると考えられる。 
 

施設整備

警戒避難 適切な開発

「行為制限
開発抑制・構造規制」

砂防指定地、地すべり防止区域
・切土、盛土等の一定行為を制限

土砂災害特別警戒区域
・建築物の構造規制
・特定開発行為の制限

「施設整備」
砂防工事、地すべり防止工事、急傾
斜地崩壊防止工事
・国土保全
・人命・財産保護

「警戒避難」
土砂災害警戒区域
・土砂災害ハザードマップ作成
・警戒避難体制の整備・強化

土砂災害警戒情報の作成・伝達
情報システム整備 等

ソフト対策

ハード対策
砂防法
地すべり等防止法
急傾斜地法

土砂災害防止法

砂防法
地すべり等防止法
急傾斜地法
土砂災害防止法  

図 1.3 土砂災害防止法の位置づけ 
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1.3 第三者の知見の活用 

（１）土砂災害防止法に関する政策レビュー委員会 

施策の実施に係る課題及びその対応策について検討を行い、土砂災害防止を図る施策

の実施状況や効果について評価するにあたり、専門的な学識経験等に基づく助言をいた

だくことを目的に、「土砂災害防止法に関する政策レビュー委員会」を設置した。 
平成 23 年 8 月 3 日に第 1 回委員会、10 月 31 日に第 2 回委員会、平成 24 年 1 月 30

日（予定）に第 3 回委員会を開催した。 
【構成員】 

委員長 静岡大学農学部環境森林科学科教授 土屋  智 
委員 東京大学大学院法学政治学研究科教授 宇賀  克也 
 広島大学大学院総合科学研究科教授 海堀  正博 
 新潟県土木部砂防課長 長谷川 一成 
 ＮＨＫ解説委員 松本  浩司 
 山梨県身延町長 望月  仁司 

 
（２）国土交通省政策評価会および個別指導 

国土交通省政策評価実施要領に基づき、政策評価会に政策レビューの対象となる施策

の概要及び進捗状況等を説明し、意見、助言等を聴取した。また、政策評価会座長が個

別のレビュー対象施策毎に定めた政策評価会委員に対し、政策レビューの取り組み状況

等を説明し、意見、助言等を聴取した（図 1.4）。 
 

〔目 的〕
国土交通省における政策評価制度、評価
方法等や、政策レビューの取組について、
学識経験者等から意見、助言等を頂く

〔構成員〕
学識経験者等

〔目 的〕
政策レビューのテーマの検討、各テーマ
の具体的な評価方針及び手順、評価書に
ついて、大臣政務官等より意見、助言等
を頂く

〔構成員〕
大臣政務官（座長）、局長等

〔目 的〕
当該する政策レビューのテーマに精通し
ている学識経験者等より評価を行う

〔構成員〕
学識経験者等

国土交通省政策評価会

政策レビュー等に関する検討会

土砂災害防止法に関する
政策レビュー委員会

（第三者委員会）

国土交通省全体の
政策レビューに関する会議等

個別の政策レビューの
テーマに関する会議等

意見、助言等
を反映

国土交通大臣による評価書の決定、公表

評価書（案）の提出

 
図 1.4 政策レビューに関する会議等の位置づけ 
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第 2章 評価の視点および評価手法 

 

2.1 評価の視点 

2.1.1 関連する政策チェックアップにおける指標 

土砂災害防止法に関しては、これまでも政策チェックアップ（実績評価方式）におい

て指標を設定し評価を行ってきた。 
政策チェックアップ（実績評価方式）とは、国土交通省の中心的な評価方式で、政策

目標ごとに業績指標とその目標値を設定し、定期的に業績を測定して目標の達成度を評

価するものである。土砂災害防止法に関連する指標として、「土砂災害特別警戒区域指定

率」（土砂災害危険箇所が存在する市町村のうち、土砂災害特別警戒区域の指定を行った

市町村の割合）が挙げられる。 

指標「土砂災害特別警戒区域指定率」の概要と推移をそれぞれ表 2.1と図 2.1に示す。

初期値約 34%（平成 19 年度）、目標値約 80%（平成 24 年度）に対して、平成 22 年度の実

績値は約 51%であった。 

 

 

表 2.1 指標「土砂災害特別警戒区域指定率」の概要 

初期値 約３４％（平成１９年度） 
目標値 約８０％（平成２４年度） 

 
過去の実績値 （年度）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

約２０％ 約３４％ 約３６％ 約４４％ 約５１％ 
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図 2.1 指標「土砂災害特別警戒区域指定率」の推移 
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2.1.2 評価の視点 

今回、政策レビューを実施するにあたっては、土砂災害警戒区域等の指定状況及び法

に基づき行われる土砂災害防止対策の実施状況について、さらに掘り下げた分析・評価

を行うため、以下のような評価の視点を設定した。 

① 基礎調査は適切に行われているか 

② 土砂災害警戒区域の指定及び指定が行われた区域の周知は適切に行われているか 

③ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防災計画へ

の反映は適切に行われているか 

④ 土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限は効果をあげているか 

⑤ 土砂災害特別警戒区域からの安全な土地への移転支援は効果をあげているか 
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2.2 評価手法 

2.2.1 調査方法 

土砂災害防止法に関する取り組み実態を検証するにあたり、都道府県および市町村を

対象にアンケート調査を計 5 回実施した（図 2.2）。 
 
アンケート実施時期： 平成 22 年 9 月（平成 22 年 8 月 31 日時点） 
 平成 23 年 2 月（平成 22 年 12 月 31 日時点） 
 平成 23 年 7 月（平成 23 年 3 月 31 日時点） 
 平成 23 年 9 月（平成 23 年 8 月 31 日時点） 
 平成 23 年 12 月（平成 23 年 12 月 31 日時点） 
 
アンケート対象者 ： 都道府県の砂防部局担当者 
 市町村の防災部局担当者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.2 評価の手順 

① 基礎調査の実施状況 

② 土砂災害警戒区域の指定の状況及び指定が行われた区域の周知の状況 

③ 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防災計画への

反映状況 

④ 土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限についての実績 

⑤ 土砂災害特別警戒区域からの安全な土地への移転についての実績      など 

評評価価とと課課題題のの抽抽出出  
第第三三者者のの知知見見のの活活用用  

（有識者からの意見聴取） 

都道府県・市町村を対象にしたアンケート 

アアンンケケーートト結結果果のの分分析析  

施施策策へへのの反反映映  
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2.2.2 評価の体系 

本政策レビューにあたっては、土砂災害防止法に基づく個別の施策・取り組みが制度

全体のアウトカムにどのように寄与したのかというプロセスを精査するための手法とし

て、ロジックモデルを活用した。 
ロジックモデルは施策・事業の活動内容とその成果の論理的連鎖を表現したものであ

り、制度全体のアウトカム、個別施策のアウトカム、個別施策のアウトプットとインプ

ットの間の論理的連鎖について、指標を把握すること等により分析する手法である。 
本検証では、以下のようなロジックモデルを作成した（図 2.3）。 
 
 

個別施策のインプット個別施策のアウトプット個別施策のアウトカム制度全体のアウトカム

1.1 基礎調査の実施（法第
4条）

■基礎調査費予算
■基礎調査の実施箇所数

1.2 土砂災害警戒区域に

おける警戒避難体制の
整備についての市町村
地域防災計画への反
映（法第7条）

1.3 土砂災害特別警戒区

域からの移転勧告（法
第25条第1項）

2.1 土砂災害警戒区域の指

定および指定が行われ
た区域の周知

■土砂災害警戒区域の指定
箇所数

■土砂災害警戒区域の公表
状況

2.2 警戒避難体制の整備

■警戒避難体制を地域防災
計画に記載した市町村数

■土砂災害ハザードマップを
公表済みの市町村数

4.  国民の生命及び身体の
保護

■土砂災害警戒区域から
事前に避難したことによ
り死亡・負傷を免れた人
数

3.2 開発の抑制

■特定開発行為の相談件
数に対する見直し件数

2.4 土砂災害特別警戒区域

からの移転支援制度の
周知と活用

■移転支援制度の周知状況
■移転件数と支援制度の活

用状況

2.3 土砂災害特別警戒区域

の指定および指定が行
われた区域の周知

■土砂災害特別警戒区域の
指定箇所数

■土砂災害特別警戒区域の
公表状況

1.4 土砂災害特別警戒区

域から安全な土地への
移転等の支援（法第25
条第2項）

3.1  警戒避難に関する能
力向上

■実際に避難した住民の
割合

■住民の土砂災害に関す
る認知度

3.3 土砂災害のおそれの

ある土地に存在する人
家の減少

■土砂災害特別警戒区域
に指定された区域内の
戸数に対する移転戸数

凡例

■ 指標

直接的に関係があるもの

間接的に関係があるもの  
 

図 2.3 土砂災害防止法に関するロジックモデル 
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2.3 基礎調査費の推移 

基礎調査の予算措置について、土砂災害防止法の第 26 条には「国は、都道府県に対

し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、基礎調査に要する費用の一部

を補助することができる」と記されており、施行令第 8 条では、国の都道府県に対する

補助金の額について、「基礎調査に要する費用の額に 3 分の 1 を乗じて得た額」と定め

ている。 
 平成 13 年度～平成 21 年度までに合計約 1,000 億円の基礎調査費が充当されており、

そのうち国は 1/3 を負担している。 
 なお、平成 13 年度～平成 21 年度における年単位の事業費の推移をみると（図 2.4）、

平成 13 年度は 100 億円以上の事業費であったものが、平成 17 年度では 80 億円強に減

少している。ただし、平成 18 年度になると急増し、平成 19 年度では 140 億円に達して

いる。 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度

（百万円）

 
図 2.4 基礎調査費の推移 

 

※当初事業費 
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第 3章 評価結果 

 

3.1 評価結果の概要 

 評価結果の概要を表 3.1に示す。 

 

表 3.1 評価結果の概要 

項目 取り組み状況

・土砂災害危険箇所約５２万５千箇所に対し、約３０万４千箇所実施

・進捗状況は都道府県毎に大きな差　　＊主な理由：予算不足、住民説明に時間を要す　等

・警戒区域は約２３万６千箇所、特別警戒区域は約１１万３千箇所指定

・進捗状況は都道府県毎に大きな差　　＊主な理由：地区単位での指定希望、地元の反対　等

・すべての都道府県で土砂災害警戒区域等をインターネットで公開

・うち44都道府県で指定の範囲が分かる図面も公開する一方、未公開の県もある

・警戒区域が指定された市町村の９割で、地域防災計画へ警戒避難に
　関する事項を記載

・避難勧告、避難所に関する事項への反映は相対的に低調

・避難勧告発令基準に土砂災害警戒情報を活用していない市町村が見られる

・土砂災害警戒区域が指定された市町村において、土砂災害ハザードマップを公表している
　市町村は約４割で低い水準

特定開発行為の制限
・開発許可申請前の事前相談により、安全対策を講じたり、
  開発計画の見直しに至る事例が認められたが、件数はまだ少ない

・全国で３０件の移転事例があり、すべての事例で移転支援制度を活用

・独自の支援制度を設けていたり、住民説明会で移転支援制度を周知している県では、
　移転件数が多い

・移転勧告の事例はない

基礎調査

特別警戒区域からの移転

指定区域の周知

区域指定

警戒避難体制
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3.2 基礎調査 

 
 
1. 基礎調査実施箇所数の状況 

 基礎調査は、土砂災害警戒区域に関して約 30 万 4 千箇所、土砂災害特別警戒区

域に関して約 18 万 5 千箇所を実施。 

2. 基礎調査費の推移 

 平成 13 年度～平成 21 年度で合計約 1,000 億円の事業費が充当されている。 

3. 基礎調査の実施単位 

 多くの都道府県は、市町村や自治会単位で基礎調査を実施している。 

4. 基礎調査の実施箇所選定の考え方 

 基礎調査を個別箇所毎に行う場合、災害時要援護者関連施設が立地する箇所、

過去に土砂災害が発生した箇所、保全人家が多い箇所等を優先的に実施してい

る。 

5. 基礎調査（1回目）の完了予定年度 

 都道府県の多数が平成 30 年度前後までに完了する予定である一方、平成 40 年

度以降に完了する予定、もしくは完了予定が未定の都道府県がある。 

 １回目の基礎調査が既に完了した都道府県がある。 

6. 基礎調査が進まない理由 

 基礎調査が進まない理由として、予算の確保が困難なことや住民への説明に時

間を要することを挙げる都道府県が多い。 

 
土砂災害防止法の第 4 条には、「急傾斜地の崩壊等のおそれがある土地に関する地形、

地質、降水等の状況及び土砂災害の発生のおそれがある土地の利用の状況その他の事項

に関する調査を行う」と記されており、これを踏まえ、各都道府県は基礎調査を順次行

っているところである。 
以下に都道府県等を対象に実施したアンケート結果を基に、基礎調査の進捗状況等に

ついて整理する。 
 
3.2.1 基礎調査実施箇所数の状況 

平成 23 年 12 月 31 日時点における全国の基礎調査実施箇所数※は、土砂災害警戒区域

に関して約 30 万 4 千箇所、土砂災害特別警戒区域に関して約 18 万 5 千箇所となってい

る。（参考：全国の土砂災害危険箇所約 52 万 5 千箇所） 
現象別でみると、急傾斜地の崩壊の基礎調査は、土砂災害警戒区域に関して約 19 万

箇所、土砂災害特別警戒区域に関して約 12 万 6 千箇所を実施している。（参考：土砂災

害危険箇所約 33 万箇所）また、土石流の基礎調査は、土砂災害警戒区域に関して約 11
万箇所、土砂災害特別警戒区域に関して約 5 万 9 千箇所を実施している。（参考：土砂

要要  点点  
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災害危険箇所約 18 万 4 千箇所）さらに地滑りの基礎調査は、土砂災害警戒区域に関し

て約 4 千箇所、土砂災害特別警戒区域に関して 1 箇所を実施している（参考：土砂災害

危険箇所約 1 万 1 千箇所）（表 3.2，図 3.1）。 
※基礎調査の結果、土砂災害警戒区域等が存在すると判明した箇所 

 
表 3.2 全国の基礎調査の実施状況 

全箇所
急傾斜地の

崩壊
土石流 地滑り

基礎調査実施箇所
（土砂災害警戒区域）

304,321 190,183 110,208 3,930

基礎調査実施箇所
（土砂災害特別警戒区域）

184,544 125,669 58,874 1

【参考】
土砂災害危険箇所

525,307 330,156 183,863 11,288

（H23.12.31時点）

 
 

全国の基礎調査の実施状況
（箇所数）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000
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（土砂災害特別警戒区域）

地滑り

土石流

急傾斜地の崩壊
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図 3.1 全国の基礎調査の実施状況 

 
3.2.2 基礎調査費の推移 

 基礎調査費の推移については、第 2 章 2.1.2 を参照。 
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3.2.3 基礎調査の実施単位 

 基礎調査の実施単位については、47 都道府県のうち 41（87%）都道府県が「市町村

や自治会単位で基礎調査を行う」と回答しており、一定の地区を一括して基礎調査が行

われているケースが多い（図 3.2）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.2 基礎調査の実施単位 

 

N=47

①

41

(87%)

②

6

(13%) ①市町村（もしくは旧市町村）や自治会単位で

基礎調査を行う［一定の地区を一括して調査を

実施］

②優先して基礎調査を行う箇所ごとに基礎調査

を行う［虫食いで調査を実施］［地区毎でなく、個別箇所で調査を実施］
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3.2.4 基礎調査の実施箇所選定の考え方 

基礎調査実施箇所を選定する際の考え方について、最も優先順位が高いのは災害時要

援護者関連施設が立地する箇所であり、次いで過去に土砂災害が発生した箇所、保全人

家が多い箇所の順となっており、土砂災害防止対策基本指針に基づき基礎調査が行われ

ている（図 3.3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.3 基礎調査実施箇所の優先順位 

 
 
 
【参考】土砂災害防止対策基本指針（基礎調査に関する事項の抜粋） 
二 法第 4 条第 1 項の基礎調査の実施について指針となるべき事項 
１．自然的・社会的状況を総合的に勘案した計画的な調査の実施 

   法第 4 条第 1 項の基礎調査の実施に当たっては、土砂災害が発生するおそれがあ

る土地のうち、過去に土砂災害が発生した土地及びその周辺の土地、地域開発が活

発で住宅、社会福祉施設等の立地が予想される土地等について優先的に調査を行う

など、計画的な調査の実施に努める。 

（47都道府県にアンケート調査を実施、複数回答可）

N=151（回答数）

①

36

(24%)

②

27

(18%)
③

19

(13%)

④

15

(10%)

⑤

14

(9%)

⑥

11

(7%)

⑦

7

(5%)
⑧

22

(14%)

①災害時要援護者関連施設が立地する箇所

②過去に土砂災害が発生した箇所

③保全人家が多い箇所

④土砂災害危険箇所のランクⅠ

⑤地域開発が活発で住宅、災害時要援護者関

連施設等の立地が予想される箇所

⑥避難所が立地する箇所

⑦防災拠点が立地する箇所

⑧その他
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3.2.5 基礎調査（1回目）の完了予定年度 

平成 22 年度までに基礎調査 1 回目が完了した都道府県は、土砂災害警戒区域につい

ては 4 県、土砂災害特別警戒区域については 3 県であり、多くの都道府県が平成 30 年

度前後までに完了する予定である。ただし、平成 40 年度以降に完了する予定、もしく

は、完了予定が未定の都道府県もある（図 3.4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.4 基礎調査（1回目）の完了予定年度 

（上段：土砂災害警戒区域、下段：土砂災害特別警戒区域） 
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3.2.6 基礎調査が進まない理由 

図 3.1 で示したように、平成 23 年 12 月 31 日時点における全国の基礎調査実施箇所

数は、土砂災害危険箇所約 52 万 5 千箇所に対し、土砂災害警戒区域に関して約 30 万 4
千箇所、土砂災害特別警戒区域に関して約 18 万 5 千箇所となっている。基礎調査が進

まない理由として、予算を確保することができないことを挙げる都道府県が最も多く、

次いで住民への説明に時間を要する、コンサルタントの業務成果の確認に時間を要する、

の順となっている（図 3.5）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.5 基礎調査が進まない理由 

①

58

(26%)

②

53

(24%)

③

41

(18%)

④

26

(12%)

⑤

12

(5%)

⑥

7

(3%)

⑦

4

(2%)

⑧

3

(1%)
⑨

19

(9%)

①予算の確保が困難

②住民への説明に時間を要する

③コンサルタント業務による区域設定の確認に

時間を要する

④市町村との協議に時間を要する

⑤調査のベースとなる地形図を都道府県の全域

で作成することを先行した

⑥住民の反対への対応に時間を要する

⑦調査の発注に時間を要する

⑧市町村の反対への対応に時間を要する

⑨その他
N=223（点数）

（47都道府県にアンケート調査を実施、
3項目まで回答可とし、1位を3点、2位を2点、3位を1点で集計）
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3.3 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定 

 
 

1. 指定状況 

  (1) 指定箇所数の推移 

 土砂災害危険箇所約 52 万 5 千箇所に対し、土砂災害警戒区域は約 23 万 6 千箇

所を指定し、土砂災害特別警戒区域は約 11 万 3 千箇所を指定している。 

  (2) 都道府県別の指定状況 

 都道府県により指定の進捗状況に大きな差がある他、土砂災害警戒区域の指定

を先行している都道府県がみられる。 

  (3) 指定の実施単位 

 市町村や自治会単位で指定を行っている都道府県が多い。 

  (4) 指定の実施単位と指定の進捗状況の関係 

 市町村や自治会単位で指定を行っている都道府県の方が、指定が比較的進んで

いる傾向にある。 

  (5) 指定が進んでいる都道府県の事例 

 予算要求の過程において、県知事と土木部局の長の間で、土砂災害警戒区域等

の指定の推進を位置づけ、区域指定の促進が図られた事例が確認された。 

  (6) 基礎調査実施済み箇所の指定状況 

 基礎調査が完了しているにもかかわらず、指定されていない箇所が多くみられ

る（全国において、土砂災害警戒区域で約 6万 9千箇所、土砂災害特別警戒区

域で約 7万 2千箇所）。 

  (7) 未指定の理由 

 基礎調査実施後に指定されない理由としては、一定の地区単位で指定を行うよ

う市町村から要望されていること、市町村の反対への対応に時間を要すること

を挙げた都道府県が多い。 

  (8) 市町村が指定に反対する理由 

 市町村が土砂災害警戒区域等の指定に反対する主な理由は、住民が反対してい

ることを挙げた都道府県が多い。 

  (9) 住民が指定に反対する理由 

 住民が土砂災害警戒区域等の指定に反対する主な理由は、土地価格低下への懸

念や建築物に対する構造規制への不満を挙げた都道府県が多い。 

 (10) 指定時に市町村から反対があった場合の対応状況 

 土砂災害警戒区域等の指定時に市町村から反対され指定を行わない県がある。

 

 

 

要要  点点  
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 (11) 指定時に住民から反対があった場合の対応状況 

 土砂災害警戒区域等の指定時に住民から反対され指定を行わない都道府県は無

く、多くは理解が得られるまで説明等を続けている。 

 

2. 指定された区域の周知状況 

  (1) 都道府県の公報への掲載状況 

 土砂災害防止法の第 6 条、第 8 条に基づき、全ての都道府県において公報へ掲

載して、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定を公示している。 

  (2) インターネットによる公開状況 

 全ての都道府県において土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を指定した

旨をインターネットで公開しており、うち 44 の都道府県は指定の範囲が分か

る図面も公開している。 

 

3. 国土交通省の指定促進に向けた取り組み 

 国土交通省では指定促進に向けて、これまでに検討会議における情報共有や先

進事例の紹介、ホームページにおける指定状況の公表、社会資本整備重点計画

への位置づけ、都道府県宛に指定促進等の通知を実施している。 

 
土砂災害防止法の第 6 条には、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命又は

身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を、土砂災害警戒区域として

指定することができ、さらに、第 8 条には、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊

等が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるお

それがあると認められる土地の区域を、土砂災害特別警戒区域として指定することがで

きると規定されている。 
なお、警戒区域及び特別警戒区域の指定を行う際には、指定の区域及び土砂災害の発

生原因となる自然現象の種類を公示する必要があり、速やかに、関係のある市町村の長

に、公示された事項を記載した図書を送付しなければならず、さらに、特別警戒区域に

ついては当該市町村の事務所において、一般の縦覧に供しなければならないとしている。 
上記の法令に則って各都道府県では基礎調査が完了し、基準に該当する区域について、

警戒区域及び特別警戒区域の指定、ならびに指定区域の周知を進めているところである。 
以下に都道府県を対象に実施したアンケート結果を基に、警戒区域の指定状況及び、指

定が行われた区域の周知状況を整理する。 
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3.3.1 指定状況 

（１）指定区域数の推移 

全国に土砂災害危険箇所は約 52 万 5 千箇所存在しており、このうち土砂災害警戒区

域に指定されたのは約 23 万 6 千箇所であり、土砂災害特別警戒区域は約 11 万 3 千箇所

が指定されている。 
平成 13 年度から平成 23 年度（12 月 31 日時点）における土砂災害警戒区域と土砂災

害特別警戒区域の指定状況推移をみると（図 3.6）、平成 17 年度から顕著な増加傾向を

示しており、平成 19 年度以降は土砂災害警戒区域の指定区域数が毎年 4 万箇所以上増

加している。 

（箇所数）

0 8 116 1,129
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103,268
112,765

0 13

126 3,580
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240,000

260,000

H13年度末 H14年度末 H15年度末 H16年度末 H17年度末 H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末 H23.12.31時点

土砂災害特別警戒区域（レッド）

土砂災害警戒区域（イエロー）

 
図 3.6 全国の土砂災害警戒区域等の指定状況の推移 
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（２）都道府県別の指定状況 

都道府県別の指定状況をみると、土砂災害警戒区域の指定が進んでいる都道府県もあ

れば、指定が滞っている都道府県もあり、都道府県により指定の進捗状況に差がみられ

る（図 3.7）。 
また、9 県が土砂災害警戒区域の指定を先行している。 
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（箇所数）

1回目の区域指定が完了した都道府県
【土砂災害警戒区域】

H22…青森県
【土砂災害特別警戒区域】

H22…青森県

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）

箇所数

土砂災害危険箇所 525,307

土砂災害危険箇所（イエロー） 235,778

土砂災害特別警戒区域（レッド） 112,765

 

図 3.7 都道府県別の土砂災害警戒区域等の指定状況 
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（３）指定の実施単位 

市町村や自治会単位など一定の地区を一括して指定を行っているのは 34 の都道府県

であった（図 3.8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.8 指定の実施単位 

 

①

34

(72%)

②

13

(28%)
①市町村（もしくは旧市町村）や自治会単位で

指定を行う［一定の地区を一括して指定］

②優先して指定を行う箇所ごとに指定を行う

［虫食いで指定］

N=47（都道府県数）

［地区毎でなく、個別箇所で指定］
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（４）指定の実施単位と指定の進捗状況の関係 

 指定の実施単位と進捗状況について整理すると、一定の地区を一括して指定している

都府県における土砂災害危険箇所に対する土砂災害警戒区域の割合は 54%であるのに

対し、個別箇所で指定している道県は 20%であり、市町村や自治会単位で指定（一定の

地区を一括して指定）を行っている方が、指定が比較的進んでいる傾向にある。 
また、土砂災害特別警戒区域についても、一定の地区を一括して指定している都府県

の土砂災害危険箇所に対する土砂災害特別警戒区域の割合は 24%であるのに対し、個別

箇所に指定している道県の同割合は 15%となっており、同様の傾向がみられる（図 3.9）。 
 

箇所数
土砂災害

危険箇所に
対する割合

土砂災害危険箇所 525,307 －

土砂災害警戒区域（イエロー） 235,778 45%

土砂災害特別警戒区域（レッド） 112,765 21%（箇所数）

・・・優先して指定を行う箇所ごとに指定（地区毎でなく、個別箇所で指定）を行っている都道府県

・・・市町村や自治会単位で指定（一定の地区を一括して指定）を行っている都道府県

（割合）

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害警戒区域（イエロー）

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）

土砂災害危険箇所に対する土砂災害警戒区域の割合

土砂災害危険箇所に対する土砂災害特別警戒区域の割合
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（H23.12.31時点）

 
 

図 3.9 指定単位別の土砂災害警戒区域等の指定状況 

 



 27

 
（５）指定が進んでいる都道府県の取り組み 

 土砂災害警戒区域等の指定が進んでいる都道府県のうち、福井県における指定の取り

組み等について以下に示す（図 3.10）。 
福井県では「福井元気宣言」（平成 15 年～平成 18 年）に基づき、土砂災害警戒区域

等の指定を同計画に明記し、平成 17 年からは数値目標を設定、達成状況を公表する等

の取り組みを積極的に行ってきた。さらに、「福井新元気宣言」（平成 19 年～平成 22 年）

では区域指定の数値目標の設定に加え、土砂災害ハザードマップの作成を支援すること

を追加している。これらの取り組みにより、平成 21 年度には、福井県内の基礎調査が

すべて完了し、土砂災害警戒区域については平成 23 年度に指定が完了予定である。 
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図 3.10 福井県の基礎調査および土砂災害警戒区域等の推移 
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（６）基礎調査実施済み箇所の指定状況 

平成 23 年 12 月 31 日時点における全国の基礎調査実施箇所は、3.2.1 で述べたように

土砂災害危険箇所約52万5千箇所に対し、土砂災害警戒区域に関して約30万4千箇所、

土砂災害特別警戒区域に関して約 18 万 5 千箇所であり、基礎調査実施済み箇所におけ

る指定箇所数は、土砂災害警戒区域が約 23 万 6 千箇所、土砂災害特別警戒区域は約 11
万 3 千箇所である（3.3.1 参照）。したがって、基礎調査実施箇所のうち、土砂災害警戒

区域については約 6 万 9 千箇所、土砂災害特別警戒区域については約 7 万 2 千箇所が未

指定の状態であり、基礎調査が完了したものの、指定されていない箇所が多くみられる

（図 3.11）。 
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（箇所数）

□ 土砂災害危険箇所

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）の基礎調査

■ 土砂災害特別警戒区域（レッド）

基礎調査実施後も
未指定の箇所
68,543箇所

基礎調査実施後も
未指定の箇所
71,779箇所

箇所数

土砂災害危険箇所 525,307

土砂災害警戒区域（イエロー）の基礎調査 304,321

土砂災害警戒区域（イエロー） 235,778

箇所数

土砂災害危険箇所 525,307

土砂災害特別警戒区域（レッド）の基礎調査 184,544

土砂災害特別警戒区域（レッド） 112,765

 

 
図 3.11 基礎調査実施済み箇所の指定状況 

 



 29

 
（７）未指定の理由 

先述したように、基礎調査が完了しているにもかかわらず、指定されていない箇所が

多くみられるが、その理由として、土砂災害警戒区域については、一定の地区単位で指

定を行うよう市町村から要望されていることが最も多くなっている。また、土砂災害特

別警戒区域については、市町村の反対への対応に時間を要することが主な要因となって

いる（図 3.12）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.12 基礎調査が完了して３年以上経過しても指定されていない理由 
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①一定の地区単位（市町村、自治会等）

で指定を行うよう市町村から要望されて

いる

②住民への説明会等に時間を要する

③住民の反対への対応に時間を要する

④市町村との協議に時間を要する

⑤市町村の反対への対応に時間を要する

⑥その他

⑤

5,265

(36%)

①

4,353

(30%)

②

2,472

(17%)

③

1,698

(11%)

④

433

(3%)

⑥

511

(3%)

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

（47都道府県にアンケート調査を実施）
※一部の都道府県は、概数で回答

N=10,367（箇所） N=14,732（箇所）
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（８）市町村が指定に反対する理由 

 土砂災害警戒区域等の指定が行われない主な理由としては、前述したとおり、指定単

位についての市町村からの要望や、反対への対応に時間を要することが挙げられるが、

市町村が指定へ反対している理由を聞いたところ、最も多いのは住民が反対しているた

めとする回答が 6 割を占めている。次いで過疎化への懸念となっている（図 3.13）。こ

のことから、住民の反対が生じると、指定が進まなくなる実態にあることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.13 市町村が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由 

 
 

①

19

(60%)②

5

(16%)

③

2

(6%)

④

2

(6%)

⑤

1

(3%)
⑥

3

(9%)

①住民が反対している

②過疎化が進行することを懸念

③市町村や地区等の単位で一括して指定してほ

しい

④建築物の構造規制に理解が得られない

⑤人員が不足し、指定後の警戒避難体制の整備

や住民への周知等が追いつかない

⑥その他

（市町村から指定に反対された事例がある21都道府県に
アンケートを実施、2つまで回答可）

N=32（回答数）
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（９）住民が指定に反対する理由 

 市町村が指定に反対する主な理由は、住民が反対しているからであるが、住民が指定

に反対する理由について整理すると、土地価格の低下に対する懸念や、建築物の構造に

対する規制への不満が多い（図 3.14）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.14 住民が土砂災害警戒区域等の指定に反対する理由 

 

①

105

(41%)

②

64

(25%)

③

42

(17%)

④

16

(6%)

⑤

11

(4%)

⑥

11

(4%)

⑦

8

(3%)
①土地の価格の低下を懸念

②建築物への構造規制に不満

③指定されてもハード対策を実施しないこと

に不満

④基礎調査の精度や内容に疑問

⑤過疎化が進行することを懸念

⑥観光産業への風評被害を懸念

⑦その他
N=257（点数）

（47都道府県にアンケート調査を実施、
3項目まで回答可とし、1位を3点、2位を2点、3位を1点で集計）
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（１０）指定時に市町村から反対があった場合の対応状況 

 先述したように、土砂災害警戒区域等の指定が行われない主な理由として、市町村か

らの要望や反対への対応に時間を要することが挙げられるが、指定時に市町村から反対

があった 20 都道府県の対応を整理すると、理解が得られるまで粘り強く説明等を続け

ると回答したケースが最も多く、反対があれば区域指定を行わないと回答したのは 4 県

である。調査は終了しているものの、指定が進まない箇所が多く見られるが、その一因

には、このような粘り強く説明等を続けていることも背景にあることが分かる。なお、

反対があっても区域指定を行うと回答した都道府県はない（図 3.15）。 
 

（４７都道府県にアンケートを実施）

土砂災害警戒区域等の指定時に
市町村から反対されたことがあ
る2０都道府県

N=47

①

4

(9%)

②

16

(34%)

③

0

(0%)

④

27

(57%)

①市町村への意見照会の回答による反対があれば

区域指定は行わない

②市町村への意見照会の回答による反対があって

も理解が得られるまで粘り強く説明等を続ける

③市町村への意見照会の回答による反対があって

も区域指定を行う

④市町村への意見照会の回答による反対事例がな

いため回答することができない

 
 

図 3.15 土砂災害警戒区域等の指定時に市町村から反対があった場合の対応 
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（１１）指定時に住民から反対があった場合の対応状況 

 指定時に住民から反対があった 24 の道府県では理解が得られるまで粘り強く説明等

を続けるとしている。なお、住民の反対により指定を断念する都道府県は皆無である（図

3.16）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.16 土砂災害警戒区域等の指定時に住民から反対があった場合の対応 

 

①

0

(0%)

②

24

(51%)

③

16

(34%)

④

7

(15%)

①住民の反対があれば区域指定は行わない

②住民の反対があっても理解が得られるまで粘り強く

説明等を続ける

③住民の反対があっても区域指定を行う

④住民の反対事例がないため回答することができない

（４７都道府県にアンケートを実施）

土砂災害警戒区域等の指定時に
住民から反対されたことがある
40都道府県

N=47
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3.3.2 指定された区域の周知状況 

（１）都道府県の公報への掲載状況 

 土砂災害防止法の第 6 条、第 8 条に基づく、都道府県の公報への掲載による土砂災害

警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定の公示は、全ての都道府県において実施してい

る（図 3.17）。 
 
 

  
 
 

 
 

図 3.17 インターネットによる公開事例 

 

（公示図書の図面） （指定区域を記載した広域図） 

（ＧＩＳを活用） 
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（２）インターネットでの公開状況 

先述したように、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定の公示は全ての都

道府県が公報への記載により実施しており、さらに、全都道府県が土砂災害警戒区域・

土砂災害特別警戒区域をインターネットでも公開している。このうち、44 の都道府県で

は区域指定の範囲が分かる図面もインターネットで公開しているが、3 県では、「①市町

村、大字、字、小字及び地番等（文字情報のみ）を公開している」のみとなっており、

インターネットで指定の範囲が公開されていない状況にある（図 3.17，図 3.18）。 
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①
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村
、
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、
小

字
及
び
地
番
等
（
文
字
情
報
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み
）
を
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て
い
る

②
公
示
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書
の
図
面
を
公
開

し
て
い
る
（
区
域
指
定
１
箇

所
の
み
を
示
し
た
も
の
）

③
広
域
図
に
よ
り
地
図
表
示

し
た
も
の
を
公
開
し
て
い
る

（
隣
接
の
区
域
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範
囲
も

示
し
た
も
の
）

④
Ｇ
Ｉ
Ｓ
に
よ
り
地
図
表
示

し
た
も
の
を
公
開
し
て
い
る

（47都道府県にアンケート調査を実施、複数回答可）（回答数）

指定の範囲がわかる図面を公開している  
図 3.18 土砂災害警戒区域等のインターネットでの公開状況 
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3.3.3 国土交通省の指定促進に向けた取り組み 

 国土交通省では指定促進に向けて、これまでに検討会議における情報共有や先進事例

の紹介、ホームページにおける指定状況の公表、社会資本整備重点計画への位置づけ、

都道府県宛に指定促進等の通知を実施している（図 3.19）。 

 

 

百
万
円
（
基
礎
調
査
費
）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

基礎調査費（百万円）
土砂災害警戒区域（箇所）
土砂災害特別警戒区域（箇所）

年度

土砂災害防止法検討会議による情報共有、先進事例の紹介

土砂災害警戒区域等の指定状況をホームページで公表

※基礎調査費は当初予算
※平成22年度は社会資本整備総合交付金に移行したため、把握することができない

基礎調査・指定の推進、
警戒避難体制の整備

に関する通知

指定推進の
事務連絡

指定の推進、
警戒避難体制の整備

に関する通知

社会資本整備重点計画（H20～H24）における
重点目標の指標「土砂災害特別警戒区域指定率」

箇
所
（
警
戒
区
域
、
特
別
警
戒
区
域
）

 
 

図 3.19 全国の基礎調査費、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の推移 
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3.4 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備 

 
 

1. 市町村地域防災計画への記載状況 

 (1) 土砂災害に係る警戒避難体制の記載状況 

 土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、土砂災害に係

る警戒避難体制が記載されている市町村は 90％である。 

 (2) 砂防部が示した記載すべき事項の記載状況 

 国土交通省砂防部より土砂災害の警戒避難体制に関して記載すべき事項として

示した項目全てについて記載している市町村は 12％である。 

 (3) 記載すべき事項が定められていない理由 

 市町村地域防災計画に前述の土砂災害の警戒避難体制に関して記載すべき事項

が定められていない理由としては、地域防災計画の検討中、あるいは次回の改

定により反映予定であることを挙げたものが多い。 

 

2. ハザードマップの公表状況 

 (1) ハザードマップの公表状況 

 土砂災害警戒区域が指定された市町村のうち、ハザードマップを印刷物の配布

等で公表している市町村は 42％（423 市町村）である。 

 (2) ハザードマップ未作成の理由 

 土砂災害ハザードマップが未作成の理由として、市町村の人員不足や予算不足

を挙げる市町村が多い。 

 

3. 警戒避難の現状 

 (1) 区域指定の有無と警戒避難に関する住民の意識 

 土砂災害警戒区域等が指定された地区では、住民の土砂災害に対する認知度が

向上し、警戒避難に対する取り組みが推進されている。 

 (2) 区域指定の有無と住民の避難率 

 「指定有」の地区の平均避難率は、「指定無」の地区より高い傾向にある。 

 (3) 警戒区域からの避難による人的被害の軽減状況 

 平成 22 年に発生した家屋被害が生じた土砂災害のうち、土砂災害警戒区域に指

定された区域において避難して無事だった家屋在宅者は 16 人であった。 

 (4) 区域指定により避難が効果的に行われた事例 

 土石流により人家４戸と郵便局が全壊する被害が発生したが、住民は事前に避

難していたため、人的被害なし（鹿児島県垂水市二川地内の事例（H19.7.14））。

 土石流により人家６戸に家屋半壊等の被害が発生したが、住民は事前に避難し

ていたため、人的被害なし(静岡県小山町湯船地区の事例（H22.9.8 台風 9

要要  点点  
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号））。 

 土石流により人家１戸と非住家２戸が一部損壊、県道に土砂が流出する被害が

発生したが、住民は事前に避難していたため、人的被害なし（福島県只見町二

軒在家地内の事例（H23.7.29））。 

 
土砂災害防止法の第 7 条には、市町村防災会議（もしくは市町村の長）は、警戒区域

の指定があったときは市町村地域防災計画において、警戒区域ごとに土砂災害に関する

情報の収集及び伝達、予報又は警報の発令及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制に関

する事項について定めるとともに、警戒区域内に高齢者、障害者、乳幼児その他の特に

防災上の配慮を要する者が利用する施設がある場合には、当該施設利用者の円滑な警戒

避難が行われるよう土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定めなくてはな

らないと規定されている。 
また、市町村の長は、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させる

ため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならな

いと規定されている。 
上記の法令に則って各市町村では市町村地域防災計画に警戒避難体制に関する事項を

記載するとともに、土砂災害ハザードマップを作成し、警戒区域及び特別警戒区域の指

定、ならびに指定区域の周知を進めているところである。 
以下に都道府県等を対象に実施したアンケート結果を基に、警戒避難体制に関する事

項の市町村地域防災計画への記載状況ならびに、土砂災害ハザードマップの作成・公表

状況を整理し、さらに過去の災害情報のデータ等に基づいて警戒避難の現状について整

理する。 
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3.4.1 市町村地域防災計画への記載状況 

（１）地域防災計画に記載すべき警戒避難体制に関する事項の記載状況 

土砂災害警戒区域が指定された市町村の地域防災計画において、国土交通省砂防部よ

り、平成 19 年 12 月に各都道府県に対して記載する事項として示した項目とその記載状

況は下記の通りである（表 3.3）。「土砂災害警戒区域等」、「情報の収集及び伝達体制」、

「防災意識の向上」については、70%以上の高い記載率となっている。一方、「避難勧告

等の発令対象区域」は 22%となっており、他の項目と比較して低い記載率となっている。 
 
 

表 3.3 警戒避難体制に関して記載すべき項目および記載率 

○避難勧告等の発令基準 ・・・５３％
（土砂災害警戒情報を活用した避難勧告等の発令基準）

○土砂災害警戒区域等 ・・・７３％

○避難勧告等の発令対象区域・・・２２％

○情報の収集及び伝達体制 ・・・７０％

○避難所の開設・運営 ・・・４７％

○災害時要援護者への支援 ・・・６１％

○防災意識の向上 ・・・７２％

（H23.3.31時点）

N=1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）  

 
※上記事項は、平成 19 年 12 月 14 日付 国土交通省河川局砂防部砂防計画課長発 各

都道府県砂防主管部長あての通達に記載されているものである。 
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（２）土砂災害に係る警戒避難体制の記載状況 

平成 23 年 3 月末日現在で全国の 1,613 市町村のうち、土砂災害警戒区域が指定され

た市町村数は 1,017 であり、このうち、地域防災計画において土砂災害に係る警戒避難

体制に関し国土交通省砂防部が示した記載すべき事項のうち、1 項目でも記載している

のは 915 市町村で、90％に達しているが、全ての項目について記載しているのは 118 市

町村で 12％にとどまっている（図 3.20）。ただし、市町村地域防災計画に記載している

市町村の割合は増加する傾向にある（図 3.21）。 

土砂災害危険箇所を有する市町村のうち、
土砂災害警戒区域が指定された市町村

（H23.3.31時点）

N=1,613

（土砂災害危険箇所を有
する市町村数）

N=1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）

118

(12%)

797

(78%)

102

(10%)

すべての項目を記載

一部の項目を記載

記載無し
土砂災害に係る

警戒避難体制が規定
されている市町村

90%

1,017

(63%)

596

(37%)

土砂災害警戒区域が1箇所以上

指定された市町村

土砂災害警戒区域が指定されて

いない市町村

土砂災害警戒区域が指定された市町村の
地域防災計画における警戒避難体制の記載状況

 
図 3.20 地域防災計画における土砂災害に係る警戒避難体制の記載状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3.21 土砂災害に係る警戒避難体制に関して記載すべき事項についての記載状況 

34

(5%)

52

(7%)

58

(7%)

99

(11%)

118

(12%)

523

(76%)

608

(77%)

629

(77%)

715

(78%)

797

(78%)

131

(19%)

133

(17%)

128

(16%)

106

(12%)

102

(10%)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H20.9.30

(N=688)

H21.3.31

(N=793)

H21.8.31

(N=815)

H22.8.31

(N=920)

H23.3.31

(N=1,017)

記載無し

一部記載済み

全部記載済み

（市町村数）



 41

 
（３）記載すべき事項が定められていない理由 

市町村地域防災計画に土砂災害に係る警戒避難体制に関して記載すべき事項が定めら

れていない理由としては、地域防災計画の改定の検討中、あるいは改定により反映予定

であるためとする市町村が最も多く、その他にも、警戒避難基準や対象地域の検討中、

他マニュアル等に記載済み、土砂災害警戒区域の指定の遅れを挙げる市町村もある（図

3.22）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.22 土砂災害に係る警戒避難体制に関して記載すべき事項が 

定められていない理由 

 

（土砂災害警戒区域を有する市町村のうち、警戒避難体制に関して記載すべき事項が一部でも
定められていない市町村にアンケートを実施し593市町村から回答、複数回答可）

N=629（回答数）

①

372

(59%)②

78

(12%)

③

57

(9%)

④

48

(8%)

⑤

18

(3%)

⑥

7

(1%)
⑦

49

(8%)

①地域防災計画の検討中、改定により反映予定

②警戒避難基準や対象地域の検討中

③他マニュアル等により記載済み、作成検討中

④土砂災害警戒区域の指定の遅れ

⑤人員不足、関係機関との調整不足

⑥予算不足により地域防災計画を改定することが

できない

⑦その他
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3.4.2 ハザードマップの公表状況 

（１）ハザードマップの公表状況 

土砂災害警戒区域が指定された 1,017 の市町村において、土砂災害防止法第 7 条第 3
項に基づきハザードマップを印刷物の配布等で公表しているのは 423 市町村であり、全

体の 42％にとどまっている（図 3.23）。 
 

（H23.3.31 時点） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.23 土砂災害警戒区域を指定した市町村におけるハザードマップの公表状況 
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土砂災害警戒区域が指定さ
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砂災害防止法第７条３項に
基づく、土砂災害ハザード
マップ未公表の市町村

土砂災害防止法第７条
３項に基づく、土砂災
害ハザードマップ公表
済みの市町村

N=1,017
（土砂災害警戒区域が
指定された市町村数）
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（２）ハザードマップ未作成の理由 

ハザードマップが未作成である主な理由としては、市町村の人員不足や予算不足によ

るものが挙げられ、それ以外には市町村全域の区域指定が完了していないことや、技術

者不足を挙げる市町村もある（図 3.24）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.24 土砂災害ハザードマップが未作成の理由 

 

（土砂災害ハザードマップが一部でも未作成の市町村に
アンケートを実施し562市町村から回答、複数回答可）

N=853（回答数）

①

248

(29%)

②

241

(28%)

③

114

(13%)

④

109

(13%)

⑤

44

(5%) ⑥

97

(12%)

①市町村の人員が不足

②予算が不足

③市町村全域の区域指定が完了していない

④作成できる技術者が不在

⑤作成に時間を要する

⑥その他
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3.4.3 警戒避難の現状 

（１）区域指定の有無と警戒避難に関する住民の意識 

平成 19 年 12 月に鹿児島県垂水市の振興会の会長を対象に実施したアンケート調査結

果によると、土砂災害等の防災対策に関する取り組み状況について、土砂災害防止法の

指定がなされた区域の取り組みは、指定がなされていない区域に比べ、「自主防災組織の

結成」や「避難方法の確認」等の点で整備が進んでいることが分かる（図 3.25）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.25 鹿児島県垂水市の振興会における取り組み状況（H19.12 調査実施） 
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（２）区域指定の有無と住民の避難率 

 区域指定の有無と住民の避難率の関係について、過去の 5 事例における災害情報を基

に算出した結果（表 3.4）、「指定有」の平均避難率は 91%、「指定無」の平均避難率は

63%であり、「指定有」の地区の平均避難率は、「指定無」の地区より高かった。ただし、

個別にみると「指定有」の地区であっても避難率の低いケースが見られた（図 3.26）。 
 
 

表 3.4 過去の災害事例における「指定有」と「指定無」の平均避難率 

災害事例 
平均避難率 

備考 
指定有 指定無

平成 21 年 7月 中国・九州北部豪雨による災害 

91% 63% 

国土技術政策総合研究所

が国土交通省の災害情報

をもとに調査 

（H19.12 調査実施） 

平成 21 年 8月 台風 9号による災害 

平成 22 年 6月 17 日からの梅雨前線による災害 

平成 22 年 7月 2日からの梅雨前線等による災害 

平成 22 年 10 月 奄美大島における大雨等の災害

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.26 避難勧告等の発令対象地区ごとに算出した避難率（H19.12 調査実施） 
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（３）区域指定により避難が効果的に行われた事例 

 区域指定により避難が効果的に行われた事例として、土砂災害の概要と土砂災害警戒

区域を指定したことによる効果等を以下に示す。 
 
 
①平成 19 年 7 月 14 日における鹿児島県垂水市二川地内の土砂災害事例（図 3.27） 

⇒土石流により人家４戸と郵便局が全壊する被害が発生したが、住民は事前に避

難していたため、人的被害はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土砂災害警戒区域を指定したことによる効果
・土砂災害警戒区域を指定したことにより、被害のおそれのある

地区に的確に避難勧告を発令できた

【指定】
平成19年3月30日 土砂災害警戒区域指定

【災害の経緯】
平成19年7月13日 14:00   避難勧告発令（二川地区212世帯、471人）

15:30 土砂災害警戒情報発表
14日 12:00 土石流発生
15日 4:05 土砂災害警戒情報解除

【避難勧告発令理由】

台風４号の接近、及びそれまでの前期降雨を考慮し、土砂災害警戒情報
の発表前であったが避難勧告を発令した。

【避難勧告のタイミング、発令地区の考え方】

土砂災害警戒情報発表前であったが、避難時間を確保するために早めに
発令した。発令地区は土砂災害警戒区域等を対象とした。
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二川２

土石流

それ以外の区域

土砂災害警戒区域等凡例

土砂災害防止
法施行令第三
条の基準に該
当する区域

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土石等の（移動）高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kn/m2を超える区域

土石等の堆積の高さが3mを超える区域

被災家屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.27 鹿児島県垂水市二川地内の土砂災害の事例 
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②平成 22 年 9 月 8 日における静岡県小山町湯船地区の土砂災害事例（図 3.28） 

⇒土石流により人家６戸に家屋半壊等の被害が発生したが、住民は事前に避難して

いたため、人的被害はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指定】
平成21年1月30日 土砂災害警戒区域指定（平成20年10月 住民説明会開催）

【災害の経緯】

平成22年9月8日 8:32 大雨警報発表
10:35 土砂災害警戒情報発表
11:07 災害対策本部の設置
15:30 自主避難（避難場所：湯船公民館）

16:00頃 土石流発生
19:50 土砂災害警戒情報解除

【避難の概要】
朝より降り続いた雨は、１５時頃から豪雨となり、住民は湯船公民館へ自主的に避難を開

始。人的被害がなかった要因として、降雨が昼間であり円滑な避難ができたことや、昭和47
年の災害経験から、住民の災害に対する意識が高く自主避難に繋がった。

土砂災害警戒区域を指定したことによる効果
・ 小山町では、土砂災害警戒区域の指定を受けて、H21、H22に県、町、自治会が連携した

土砂災害防災訓練を実施し、住民の防災意識が向上した
・ 住民は、土砂災害警戒区域指定時の説明会により、土石流の危険性を認識しており、大雨

により自主避難した
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図 3.28 静岡県小山町湯船地区の土砂災害の事例 
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③平成 23 年 7 月 29 日における福島県只見町二軒在家地内の土砂災害事例（図 3.29） 
⇒土石流により人家１戸と非住家２戸が一部損壊、県道に土砂が流出する被害が発

生したが、住民は事前に避難していたため、人的被害はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【指定】
平成20年8月29日 土砂災害警戒区域指定

【災害の経緯】
平成23年7月28日 7:33   大雨警報発表

29日 17:30 避難勧告発令（只見町1,960世帯、4,990人）
17:58 土砂災害警戒情報発表

地区住民避難
30日 2:00 土石流発生

17:35 土砂災害警戒情報解除
【避難勧告発令理由】

町内の被害情報が入り始めたことと今後の降雨を考慮し、土砂災害警戒
情報の発表前であったが避難勧告を発令した。

【避難勧告のタイミング、発令地区の考え方】
土砂災害警戒情報発表前であったが、避難時間を確保するために早めに
発令した。発令は全町を対象とした。

土砂災害警戒区域を指定したことによる効果
・土砂災害警戒区域を指定し、土砂災害ハザードマップが整備されたことにより、
被害のおそれのある地区の円滑な避難ができた。
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図 3.29 福島県只見町二軒在家地内の土砂災害の事例 
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3.5 土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限 

 
 
1. 特定開発行為に関する事前相談とその後の状況 

 これまで都道府県の砂防部局に、特定開発行為に関し 31 件の事前相談があり、

その内、安全対策を講じて開発を許可したものが 5件、土砂災害特別警戒区域

での開発行為にならないよう計画を見直したものが 6件、開発行為にそもそも

該当しなかったものが 5件であった。 

 無許可開発などの違反行為はこれまで確認されていない。 

2. 特定開発行為を許可した箇所における土砂災害の実態 

 5 件の特定開発行為の許可申請があり、対策工事を実施する等により安全対策

が確保されている計画であることを確認し許可した。 

 特定開発行為を許可した箇所において、許可後に土砂災害が発生した事例は無

い。 

 
土砂災害防止法第９条に規定される「特定開発行為の制限」は、土砂災害特別警戒区

域の指定により、立地抑制が図られるとともに、図 3.30に示すように制限用途の開発が

行われる場合には、安全対策が実施されて許可されることとなる。 
以下に都道府県を対象に実施したアンケート結果を基に、特定開発行為の制限に関す

る施策の効果状況について整理する。 
 

当初計画の地盤

見直し後の計画の地盤

凡例

７．８ｍ

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域
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５ｍ未満

住宅 住宅

道路 公園

見直し検討後の計画案

※土砂災害防止法の区域は解除

盛土切土

擁壁

擁壁

土砂災害防止法の急傾斜地の指定基準（抜粋）
・傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域

高さ

高さ

 
図 3.30 安全な土砂災害対策の考え方（例） 

要要  点点  
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3.5.1 特定開発行為に関する事前相談とその後の状況 

（１）事前相談件数とその後の状況 

事前相談とは、土砂災害防止法の規定にはないが、特定開発行為の許可申請前に必要

に応じて行う実務者レベルの任意の下打合せであり、以下の内容について実施するもの

をいう。 

 

・予定建築物の用途は制限用途の対象になっているものか？ 

・特定開発行為が土砂災害特別警戒区域外になるよう計画変更が可能か？ 

・制限用途の開発が行われる場合、適切に土砂災害対策を講じる計画と 

なっているか？ 

等 

 

全国的ではないが、例えば計画の事前見直しの指導や特定開発行為に該当しない要件

の申請がなされないよう許可事務の円滑化を図るため、事前相談を独自に導入している

都道府県もある。 
アンケート結果によると、平成 23 年 8 月 31 日時点で 21 都府県において計 31 件の事

前相談があった（図 3.31）。 
内訳は、安全対策を講じていることを確認して開発を許可したものが 5 件、土砂災害

特別警戒区域での開発行為にならないよう計画を見直したものが 6 件、開発行為に該当

しなかったものが 5 件、相談中が 3 件、相談後に連絡がない等で不明のものが 12 件で

あった（表 3.5）。 
なお、無許可開発などの違反行為は確認されていない。 

 
 

表 3.5 特定開発行為の事前相談結果の内訳 

（H23.8.31 時点） 
結果 件数 

安全対策を講じて開発を許可 5 
土砂災害特別警戒区域での開発行為にならないよう、計画を見直し 6 
特定開発行為に該当しなかった 5 
現在相談中 3 
不明（相談後、開発業者から連絡がない等） 12 

合計 31 
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青森県
1件

長野県
3件

新潟県
2件

東京都
3件

神奈川県
1件

岐阜県
１件

石川県
2件

京都府
１件

大分県
１件

三重県
１件

愛媛県
1件

広島県
2件

福島県
1件

都道府県別

香川県
2件

岩手県
1件

山梨県
1件

福井県
１件

山口県
１件

静岡県
2件福岡県

１件 愛知県
2件

 
 

図 3.31 都道府県別特定開発行為の事前相談の件数 

 

 

（２）安全対策を講じた上で開発が許可された事例 

土砂災害特別警戒区域を含む区域で宅地分譲が計画されていたが、対策工事（擁壁工）

により安全性が確保される計画であると認め、開発（宅地分譲）が許可された事例を図

3.32示す。 
 
 

合計 31 件 

（H23.8.31 時点） 
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図 3.32 安全対策を講じた上で開発が許可された事例 

区域と開発の状況

開発範囲（宅地分譲）

測線No.5横断図

土砂災害警戒区域等に関する事項
自然災害の種類：急傾斜地の崩壊
公 示 日：平成20年3月28日

開発の実施状況（宅地分譲）

もたれ式擁壁
H＝11.5ｍ L=10m

南東側より 南側より

重力式擁壁
H=4.3～5.7ｍ L=40ｍ

A-A’横断図
A

A’

土砂災害特別
警戒区域

■対策工事の内容
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3.5.2 特定開発行為を許可した箇所における土砂災害の実態 

土砂災害特別警戒区域の指定実績がある 46 都道府県の内、平成 23 年 8 月 31 日時点

で 4 県において、5 件の特定開発行為の許可申請があった（図 3.33）。 

5 件の内訳は、4 件が非自己用住宅の新築で、1 件が病院、診療所及び助産所の増改築

であり、土砂災害のおそれがある斜面を切土により低くしたり、対策工事を実施する等

により安全を確保する計画であることが確認されたため申請を許可した。 
なお、特定開発行為を許可した箇所において、許可後に土砂災害が発生した事例は無

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.33 特定開発行為の許可の実績 

（H23.8.31時点）

特定開発行為の許可の実績

福島県
1件

広島県
2件

静岡県
1件

三重県
１件

合計 5件

（H23.8.31 時点）



 57

3.6 土砂災害特別警戒区域からの移転 

 
 
1. 移転状況 

  (1) 移転制度の周知状況 

 41 県が住民説明会で移転を支援する制度に関する資料の配付により周知を図

っている。 

 住民説明会で、移転支援制度を説明した資料を配布しているのは 39 都府県、移

転支援制度を説明しているのは 23 道県であった。また、移転実績のある都道

府県では、資料の配布や説明を着実に実施している傾向があった。 

  (2) 移転戸数 

 土砂災害特別警戒区域の指定後、7 県で 26 区域、30 戸の移転がおこなわれた。

（いずれも移転勧告によるものではない。） 

  (3) 移転支援制度の活用状況 

 全ての移転事例で住宅・建築物安全ストック形成事業による移転支援制度が活

用された他、不動産取得税の減免制度の活用が 1戸、移転支援に関する上乗せ

の県の独自制度が 10 戸で活用された。 

  (4) 移転が行われた主な要因 

 移転の理由として、75％が補助制度を活用できたことを挙げた一方で、土砂災

害による危険性から移転を決断したとする回答は 10％だった。 

2. 移転勧告の判断基準の策定状況 

 全国の４県で移転勧告の判断基準が策定されているが、移転勧告の実績はなか

った。 

 
土砂災害防止法第 25 条に規定される「移転等の勧告」は、土砂災害特別警戒区域内

に存する建築物の損壊等に対して移転等の安全対策が実施される効果が期待されるもの

である。 
以下に都道府県を対象に実施したアンケート結果を基に、移転等の勧告に関する施策

の効果状況について整理する。 

要要  点点  



 58

3.6.1 移転状況 

（１）移転支援制度の周知状況 

移転支援制度を周知するため住民説明会で資料を配布しているのは 39 都府県であり、

このうち、個別の制度を細かく説明した資料を配付しているのは 1 県にすぎなかった。

最も多いのは、制度の概要が掲載された資料を配布しているが 29 県、次いで制度の名

称だけが掲載された資料の配付が 9 県であり、資料を配付していない県が 8 県であった

（図 3.34）。 
住民説明会における移転支援制度の周知方法で最も多いのは、制度ごとに資料を用い

て説明しているが 21 県、資料の配付のみが 19 県、口頭で説明しているが 2 県であり、

説明を行っていない県が 5 県であった（図 3.35）。 
また、移転実績のある都道府県では、資料の配布や説明を着実に実施している傾向が

あった。 

 

①

1

(2%)

②

29

(62%)

③

9

(19%)

④

8

(17%)

①個別の制度を細かく説明した

資料を配布

②制度の概要が掲載された資料

（パンフレット等）を配布

③制度の名称だけが掲載された

資料を配布

④資料を配布していない

①

1

(14%)

②

5

(72%)

③

1

(14%)

④

0

(0%)

（47都道府県にアンケート調査を実施）

N=47 資料を配布している
39都府県

移転実績のある
都道府県のみ集計

N=7 資料を配布している
7県  

図 3.34 住民説明会で配布する資料 
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（47都道府県にアンケート調査を実施）

N=47 移転支援制度を
説明している
23道県

①

5

(71%)

②

0

(0%)
③

2

(29%)

④

0

(0%)

移転支援制度を
説明している
5県

移転実績のある
都道府県のみ集計

N=7

①

21

(45%)

②

2

(4%)

③

19

(40%)

④

5

(11%)

①各制度ごとに資料を用いて

説明

②口頭で説明

③資料の配布のみ

④説明を行っていない

 

図 3.35 住民説明会での移転支援制度の周知方法
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（２）移転実績 

平成 23 年 8 月 31 日時点で、7 県で 26 区域、30 戸の移転実績がある（図 3.36，図

3.37）。なお、いずれも法第 25 条による移転勧告によるものではなかった。 
 

 

 

 

 

図 3.36 移転実績 

 

岩手県
7区域、10戸

山形県
２区域、2戸

長野県
9区域、9戸

新潟県
1区域、1戸

静岡県
3区域、3戸

愛知県
１区域、1戸

福井県
3区域、4戸

合計 26区域、30戸

移転実績 

（H23.8.31 時点） 
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図 3.37 移転事例 

 

（３）移転支援制度の活用状況 

土砂災害特別警戒区域からの移転が行われた全国 26 区域、30 戸の全てにおいて住

宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）が活用されていた。 
不動産取得税の減免（H22.3.31 に制度終了）は１戸において活用された事例があった。 
一方で、独立行政法人住宅金融支援機構の融資や、日本政策投資銀行の融資（H20.9.30

に制度終了）の活用はなかった。 
なお、移転戸数が最も多かった岩手県では、住宅・建築物安全ストック形成事業に上

乗せし、県単独の移転支援事業によって移転経費を補助している。 
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【参考】住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）に

よる補助 
■対象要件 
 ・土砂災害特別警戒区域内の既存不適格住宅の移転 
■事業主体 
 ・地方公共団体（原則として市町村） 
■補助内容 
 ・除却等費 ：危険住宅の除却等に要する費用 
 ・建物助成費：危険住宅に代わる住宅の建設（購入）に要する資金を金融機関

等から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する費用 
■補助対象限度額（平成 22 年 11 月 26 日時点） 

除却等費 780

建
物
助
成
費

（
借
入
金
利
子
相
当
額
）

一般地域 建物
土地
計

3,100
960

4,060

特殊土壌地帯、地震防災対策
強化地域、保全人家10戸未満

の急傾斜地崩壊危険区域及
び出水による災害危険区域

建物
土地
敷地造成
計

4,440
2,060

580
7,080

除却等費 780

建
物
助
成
費

（
借
入
金
利
子
相
当
額
）

一般地域 建物
土地
計

3,100
960

4,060

特殊土壌地帯、地震防災対策
強化地域、保全人家10戸未満

の急傾斜地崩壊危険区域及
び出水による災害危険区域

建物
土地
敷地造成
計

4,440
2,060

580
7,080

（単位：千円／戸）

最大、7,860千円まで費用を補助  
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（４）移転が行われた主な要因 

移転が行われた主な要因としては、移転に関する補助制度が活用できたことが 75％と

最も多く、次いで指定前から予定していた移転の時期が一致したことが 15％であった。

土砂災害特別警戒区域に指定され、土砂災害により住民等の生命又は身体に著しい危害

を生ずるおそれが大きいと判断したことを主な要因とする移転は全体の 10％に過ぎな

かった（図 3.38）。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.38 移転が行われた主な要因 

①

15

(75%)

②

3

(15%)

③

2

(10%)
①移転に関する補助制度が活用できた

②指定前から予定していた移転の時期が一致し

た

③土砂災害特別警戒区域に指定され、土砂災害

により住民等の生命又は身体に著しい危害を生

ずるおそれが大きいと判断した

N=20（回答数）
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3.6.2 移転勧告の判断基準の策定状況 

全国の４県で移転勧告の判断基準が策定されているが、定量的に判断する基準ではな

かった（図 3.39）。また、移転勧告の実績はなかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.39 移転勧告の判断基準の事例 
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3.7 まとめ 

3.1～3.6 において示した基礎調査、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定、

土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備、土砂災害特別警戒区域における特定開

発行為の制限、土砂災害特別警戒区域からの移転に関するアンケート結果に基づいて、

ロジックモデル（図 2.4）を作成し、個々のレベルにおける指標等を把握することによ

り施策の評価を行った。 
なお、ロジックモデルの構成となる個別施策のインプット、個別施策のアウトプット、

個別施策のアウトカム、制度全体のアウトカムは次のとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基礎調査費予算は、平成 13 年度～平成 21 年度で毎年約 100 億円の事業費が充当され

ている。また、基礎調査の実施箇所数は、土砂災害警戒区域は 304,321 箇所、土砂災害

特別警戒区域は 184,544 箇所を実施（H23.12.31 時点）している。（参考：土砂災害危

険箇所 525,307 箇所） 
 

【【個個別別施施策策ののイインンププッットト】】  

1.1 基礎調査の実施（法第 4 条） 
■基礎調査費予算 
■基礎調査の実施箇所数 

1.2 土砂災害警戒区域における警戒避難体制の整備についての市町村地域防災計画へ

の反映（法第 7 条） 
1.3 土砂災害特別警戒区域からの移転勧告（法第 25 条第 1 項） 
1.4 土砂災害特別警戒区域から安全な土地への移転等の支援（法第 25 条第 2 項） 
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土砂災害警戒区域の指定箇所数は、225,778 箇所が指定済みだが、都道府県により進

捗状況に大きな差がある（H23.12.31 時点）。 
土砂災害特別警戒区域の公表状況は、すべての都道府県で指定の公示を実施している。 
警戒避難体制を地域防災計画に記載した市町村数は、警戒区域が指定された市町村の

90％で記載済み（H23.3.31 時点）である。 
土砂災害ハザードマップを公表済みの市町村数は、公表済みの市町村は、警戒区域が

指定された市町村の 42％（H23.3.31 時点）となっている。 
土砂災害特別警戒区域の指定箇所数は、112,765 箇所が指定済みだが、都道府県によ

り進捗状況に大きな差がある（H23.12.31 時点）。 
土砂災害特別警戒区域の公表状況は、すべての都道府県で指定の公示を実施している。 
移転支援制度の周知状況は、39 都府県が住民説明会において移転支援制度を説明した

資料を配布しており、23 道県が住民説明会で移転支援制度を説明している。 
移転件数と支援制度の活用状況は、26 区域、30 戸で移転が行われ、すべてにおいて

移転制度が活用されている（H23.8.31 時点）。 

【【個個別別施施策策ののアアウウトトププッットト】】  

2.1 土砂災害警戒区域の指定および指定が行われた区域の周知 
■土砂災害警戒区域の指定箇所数 
■土砂災害警戒区域の公表状況 

2.2 警戒避難体制の整備 
■警戒避難体制を地域防災計画に記載した市町村数 
■土砂災害ハザードマップを公表済みの市町村数 

2.3 土砂災害特別警戒区域の指定および指定が行われた区域の周知 
■土砂災害特別警戒区域の指定箇所数 
■土砂災害特別警戒区域の公表状況 

2.4 土砂災害特別警戒区域からの移転支援制度の周知と活用 
■移転支援制度の周知状況 
■移転件数と支援制度の活用状況 
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実際に避難した住民の割合として、指定されている地区では、指定されていない地区

と比較して避難する住民の割合が高い傾向がある。 
住民の土砂災害に関する認知度として、指定された地区の住民は、土砂災害に対する

認知度が向上する傾向がある。 
特定開発行為の相談件数に対する見直し件数は、事前相談 31 件のうち、安全対策を

講じた上で開発を許可したものが 5 件、特定開発行為にならないように計画を見直した

ものが 6 件確認されている（H23.8.31 時点）。 
土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の約 14 万 8 千戸に対して 30 戸が移転を行

っている（H23.8.31 時点）。 

【【個個別別施施策策ののアアウウトトカカムム】】  

3.1  警戒避難に関する能力向上 
■実際に避難した住民の割合 
■住民の土砂災害に関する認知度 

3.2 開発の抑制 
■特定開発行為の相談件数に対する見直し件数 

3.3 土砂災害のおそれのある土地に存在する人家の減少 
■土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の戸数に対する移転戸数 
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土砂災害警戒区域に指定された後に土砂災害が発生し、人家等の建物被害があったも

のの、事前に避難したことにより死亡・負傷を免れた人数は、平成 22 年に 16 人が確認

されている。 

【【制制度度全全体体ののアアウウトトカカムム】】  

4.  国民の生命及び身体の保護 
■土砂災害警戒区域から事前に避難したことにより死亡・負傷を免れた人数 
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個別施策のインプット、個別施策のアウトプット、個別施策のアウトカム、制度全体

のアウトカムについて整理し表 3.6～表 3.9に示す。 
 
 
 

表 3.6 個別施策のインプット 

目標等 指標 指標値の動向

個別施策の
インプット

1.1 基礎調査の実施 基礎調査費予算 ・平成13年度～平成21年度で毎年約100億円の事業
費が充当されている

基礎調査の実施箇所数 ・土砂災害危険箇所525,307箇所に対し、土砂災害警
戒区域は304,321箇所、土砂災害特別警戒区域は
184,544箇所を実施（H23.12.31時点）

1.2 土砂災害警戒区域

における警戒避難体
制の整備についての
市町村地域防災計
画への反映

－ －

1.3 土砂災害特別警戒
区域からの移転勧告

－ －

1.4 土砂災害特別警戒

区域から安全な土地
への移転等の支援

－ －

 
 
 

表 3.7 個別施策のアウトプット 

目標等 指標 指標値の動向

個別政策の
アウトプット

2.1 土砂災害警戒区域

の指定および指定が
行われた区域の周
知

土砂災害警戒区域の指
定箇所数

・235,778箇所が指定済みだが、都道府県により進捗
状況に大きな差がある（H23.12.31時点）

土砂災害警戒区域の公
表状況

・すべての都道府県で指定の公示を実施している

2.2 警戒避難体制の整
備

警戒避難体制を地域防災
計画に記載した市町村数

・警戒区域が指定された市町村の90％で記載済み
（H23.3.31時点）

土砂災害ハザードマップ
を公表済みの市町村数

・公表済みの市町村は、警戒区域が指定された市町村
の42％（H23.3.31時点）

2.3 土砂災害特別警戒

区域の指定および指
定が行われた区域
の周知

土砂災害特別警戒区域
の指定箇所数

・112,765箇所が指定済みだが、都道府県により進捗
状況に大きな差がある（H23.12.31時点）

土砂災害特別警戒区域
の公表状況

・すべての都道府県で指定の公示を実施している

2.4 土砂災害特別警戒

区域からの移転支援
制度の周知状況

移転支援制度の周知状
況

・39都府県が住民説明会において移転支援制度を説
明した資料を配布
・23道県が住民説明会で移転支援制度を説明

移転件数と支援制度の活
用状況

・26区域、30戸で移転が行われ、すべてにおいて移転
制度が活用されている（H23.8.31時点）
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表 3.8 個別施策のアウトカム 

目標等 指標 指標値の動向

個別政策の
アウトカム

3.1 警戒避難に関する能
力向上

実際に避難した住民の割
合

・指定されている地区では、指定されていない地区と比
較して避難する住民の割合が高い傾向がある

住民の土砂災害に関する
認知度

・指定された地区の住民は、土砂災害に対する認知度
が向上する傾向がある

3.2 開発の抑制 特定開発行為の相談件
数に対する見直し件数

・事前相談31件のうち、安全対策を講じた上で開発を
許可したものが5件、特定開発行為にならないように計
画を見直したものが6件確認されている
（H23.8.31時点）

3.3 土砂災害のおそれの

ある土地に存在する
人家の減少

土砂災害特別警戒区域に
指定された区域内の戸数
に対する移転戸数

・土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の約14
万8千戸に対して30戸が移転を行っている
（H23.8.31時点）

 
 
 

表 3.9 制度全体のアウトカム 

目標等 指標 指標値の動向

制度全体の
アウトカム

4.  国民の生命及び身体
の保護

土砂災害警戒区域から事
前に避難したことにより死
者・負傷を免れた人数

・平成22年においては、16人が確認されている
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第 4章 主な課題及び今後の対応方針 

 
土砂災害防止法の取り組みにかかる課題を整理するとともに、今後の対応方針ならび

に具体的な取り組みについて取りまとめた。 
 
①基礎調査・区域指定に関する課題と対応方針ならびに今後の取り組み 

全国の基礎調査の進捗状況は、土砂災害危険箇所約 52 万 5 千箇所に対し、土砂災

害警戒区域に関して約 30 万 4 千箇所、土砂災害特別警戒区域に関して約 18 万 5 千箇

所となっている（H23.12.31 時点）。今後は、早期の区域指定に向けた基礎調査の実施

方策ならびに、指定が遅れている都道府県への対応が課題である。 
上記の課題に対する対応方針のうち、予算面からの支援として、基礎調査に対する

交付税措置による地方負担の軽減に向けた取り組みの実施が考えられる。 
また、基礎調査や区域指定が遅れている都道府県への基礎調査、区域指定の促進に

関する助言や支援等が必要である。そのための具体的な取り組みとして、指定が著し

く遅れていると認められる都道府県への原因等の聴き取り、区域指定にあたり市町

村・住民の反対等がある場合の指定の考え方の提示、原因分析に基づく具体的な助言

（指定単位の適切な設定等）、先行している都道府県の取り組みに関する情報提供など

が挙げられる。 
さらには、法第 4 条に基づく基礎調査結果の国への報告や、法第 28 条に基づく国

の緊急時の指示の運用など、法律に基づく報告制度等の適用により指定の促進を促す

ことや、基礎調査や区域指定の実施状況等の定期的な公表（市町村単位）等、情報の

公開に努めることも考えられる。 
また、1 回目の基礎調査や区域指定が完了した都道府県ある一方で、2 回目以降の

基礎調査の実施方針を定めていない都道府県が多く、基本指針にも明記されていない

ことから、2 回目以降の基礎調査に関する方針を基本指針へ反映する等により提示す

る必要があると考えられる。 
 
②警戒避難体制の整備に関する課題と対応方針ならびに今後の取り組み 

全国の市町村地域防災計画において、土砂災害にかかる警戒避難体制を記載してい

る市町村は年々増加しているが、避難勧告、避難所に関する事項の地域防災計画への

記載は相対的に低調である。また、避難勧告発令基準に土砂災害警戒情報を活用して

いない市町村が見られる。このため、都道府県・市町村の警戒避難関係部局の連携を

要請する通知を関係省庁と発出することや、警戒避難体制の整備に関して取り組むべ

き内容について国や都道府県から市町村へ周知し、取り組み状況に関する国、都道府

県、市町村間の情報を市町村と共有することを要請すること、及び避難勧告発令基準

等の設定に関する市町村への技術的助言等の支援を継続することが必要である。  
また、ハザードマップを印刷物の配布等で公表しているのは、土砂災害警戒区域が
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指定された 1,017 市町村のうち、423 市町村（42％）にとどまっている。このため、

ハザードマップ作成等について国や都道府県から市町村へ周知し、取り組み状況に関

する国、都道府県、市町村間の情報を共有するとともに、ハザードマップ作成等に関

する市町村への技術的助言等の支援を行うことが考えられる。また、予算面からの支

援として、ハザードマップ作成に係る交付金制度の周知やその活用事例の紹介が必要

である。 
 
③移転支援に関する課題と対応方針ならびに今後の取り組み 

移転が行われた主な要因として、「移転に関する補助制度が活用できたこと」が 75％
を占め、また、国の支援制度に上乗せして移転支援内容の充実を独自に行っている県

の移転件数が多いことから、移転支援制度の充実が移転促進のための重要政策である

ことが明らかとなった。一方で、移転支援制度に関する周知方法や、制度の内容を紹

介する資料自体が十分とは言えないことも明らかとなった。そのため、移転支援制度

の周知を図るために、住民説明用の分かりやすい資料の作成や住民説明会の場等を通

じた移転支援制度の周知浸透等を都道府県に要請する必要がある。 
また、勧告による移転の事例がない理由として、移転勧告の基準・考え方が示され

ていないこと等が考えられるため、移転勧告の考え方について提示することが必要で

ある。 
 
上記①～③の課題に対する対応方針ならびに今後の取り組み方針を整理し表 4.1 に示す。 
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表 4.1 主な課題及び今後の対応方針 

評価の視点 主な課題 今後の対応方針

１．基礎調査・
区域指定

●都道府県における基礎調査実施のため
の予算確保

●地方負担の軽減に向けた取り組みの実施（基礎
調査に対する交付税措置）

● 早期の区域指定に向けた基礎調査の実
施方策等、指定が遅れている都道府県
への対応

●関係都道府県から遅れている原因等を聴き取り

●区域指定にあたり市町村・住民の反対等がある
場合の指定の考え方を提示

●原因分析に基づく具体的な助言（指定単位の適
切な設定等）

●先行している都道府県の取り組みに関する情報
提供

●法第4条に基づく基礎調査結果の国への報告

●法第28条に基づく国の緊急時の指示の運用

●基礎調査、区域指定の実施状況等の定期的な公
表（市町村単位）

●２回目以降の基礎調査のあり方 ●２回目以降の基礎調査に関する方針の提示

２．警戒避難
体制

●地域防災計画への避難勧告の発令基準
等の反映

●都道府県・市町村の警戒避難関係部局の連携を
要請する通知を関係省庁と発出

●警戒避難体制の整備に関して取り組むべき内容
について国や都道府県から市町村へ周知、取り
組み状況に関する国、都道府県、市町村間の情
報の共有

●避難勧告発令基準等の設定に関する市町村へ
の技術的助言等の支援を継続

●土砂災害ハザードマップの作成・公表の
推進

●ハザードマップ作成等について国や都道府県か
ら市町村への周知、取り組み状況に関する国、都
道府県、市町村間の情報の共有

●ハザードマップ作成等に関する市町村への技術
的助言等の支援

●ハザードマップ作成に係る交付金制度の周知

●ハザードマップ作成に係る交付金の活用事例の
紹介

３．移転支援 ●移転支援制度の周知 ●住民説明用の分かりやすい資料の作成

●住民説明会の場等を通じた移転支援制度の周知
浸透等

● 移転勧告の適切な運用 ●移転勧告の考え方について提示
 

 
 
 
 最後に、本検討を行うにあたり、アンケート調査に御協力いただいた都道府県および

市町村の皆様に御礼を申し上げる。 
 また、本報告書を作成するにあたり、御協力いただいた（財）砂防フロンティア整備

推進機構の皆様に御礼を申し上げる。 


